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一般競争入札による町有地売払いの流れ 
 

 

一般競争入札・・・町で定めた予定価格以上で最高価格をつけた方を落札者として決定する方法です。  

 

申込書の提出 

■平成 20 年４月 14日(月)から平成 20年４月 25 日(金)まで  

■一般競争入札参加申込書に関係書類を添えて、富士川町役場２階管理課へ 

直接持参、又は、書留郵便で期日までに提出してください。 

 

 

 

 

入 札 

■入札日時  平成 20 年５月 12 日（月） 午前 10時 00 分 

■受    付  午前９時 15 分から午前 10 時 00分まで（厳守）  

■入札受付時に入札保証金を納めてください。  

■落札者以外の方が納付した入札保証金は、入札終了後に返還します。 

■落札された方の入札保証金は、契約保証金に充当することができます。 

 

 

 

  

決定通知の送付 ■入札終了後、落札者に決定通知書を送付します。 

 

 

 

 

契約の締結 
■落札者は決定通知書を受けてから７日以内に契約を締結していただきます。  

■契約保証金として落札金額の 10％以上を納付してください。 

 

 

 

 

売買代金の納付 ■契約締結日から 15日以内に残金を納付してください。 

所有権移転登記 
■売買代金が完納された後、町が所有権移転登記を行ないます。  

（登記に必要な登録免許税は落札者の負担となります）。 
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町町有有地地売売払払いいのの概概要要  

１ 入札により売払う町有地  

入札により売払う町有地は以下のとおりです。詳細については、この応募要領の物件調書（P13 

～P19）をご覧ください。  

入札対象財産の所在  

面 積 (㎡) 物件 

番号 

所 在 地 

（町名は省略） 
地目 
公 簿 実 測 

予定価格（円） 

【最低売却価格】 
入札保証金(円) 

１ 岩淵字下屋敷 648 番 8 宅地 231.05 230.78 14,290,000 715,000 

２ 中之郷字新町下 1258 番 4 宅地 492.59 492.59 37,590,000 1,880,000 

３ 中之郷字小池下 2339 番 24 宅地 171.59 171.59 10,430,000 522,000 

（注１）予定価格は、周辺の地価公示価格や取引価格等を参考に算出したものです。  

（注２）入札保証金額は、予定価格の 100 分の５以上で千円未満を切り上げた金額。  

 

２ 入札参加資格者  

原則として、どなたでも参加できます。ただし、入札に参加できない場合もありますので、詳

しくは、この応募要領の「入札参加心得書」第３入札参加資格（P6）をご覧ください。  

 

３ 参加申し込み  

(1) 申し込みできる物件数  

複数の物件をお申し込みいただけます。ただし、同一物件について、同一参加者が重複し

て申し込むことはできません。  

(2) 所有権の共有を希望される場合  

共有者の添付書類を添えて入札参加申込書を連名で提出してください。申込受付期間終了

後は、単独から共有に変更することはできませんのでご注意ください。  

(3) 売払い物件の現地確認  

現地説明会は実施いたしません。また、現状有姿での引渡しとなりますので現地を必ず確

認し、この応募要領をよくお読みになり申し込みをしてください。  

(4) 申し込みに必要な書類 （提出日より３ヶ月以内に発行されたもの） 

入札参加申込書に次の書類を添えてご提出ください。提出書類の不備がある場合は、受付

できませんのでご注意ください。なお、提出書類は、お返しいたしません。  

[個人が申し込む場合]  

○ 住民票（本籍を記載したものをご用意ください。） 1 通  

※ 外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書  

[法人が申し込む場合]  

○ 登記事項証明書（法人登記簿謄本） 1 通  

注）共有名義で申し込む場合は、共有者全員分をご用意ください。 
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(5) 申込方法  

提出書類を管理課まで持参または書留郵便による方法に限ります。  

書留郵便による提出の場合は、平成 20 年４月 25 日（金）までに到着したものを有効とい

たします。  

(6) 申込受付期間  

受付年月日 
平成 20 年４月 14 日（月）から平成 20年４月 25 日（金）まで 

※ 土曜日・日曜日・祝祭日を除く 

受付時間 午前９時 00分から午後４時 00 分まで 

(7) 申込先  

   富士川町役場２階 管理課管財スタッフ  

     〒 421-3305 静岡県庵原郡富士川町岩渕 121 番地   ℡ 0545-81-4815 

 

４  入札日時等  

(1) 入札執行の日時及び場所  

日 時 
平成 20 年５月 12 日（金）午前 10 時 00 分  

※ 受付は午前９時 15 分から午前 10時 00 分まで（厳守）。 

会 場 富士川町役場３階 大会議室 （受付会場及び控室／３階小会議室） 

(2) 入札参加受付書の交付  

入札参加申込書(P20)を提出した方に、入札参加受付書(P21)を交付いたしますので、当日 

持参してください。申込者の代理人が参加する場合、委任状と一緒に持参してください。  

(3) 入札当日に必要な持ち物  

１ 入札参加受付書(P21) 町が申請を受付した確認印の押してある入札参加受付書 

２ 入札書(P23)及び封筒 
入札書及び入札書を入れる封筒（外から中が見えないもの

を使用し、入札参加者の住所・氏名を表に記載する） 

３ 入札保証金 現金又は銀行振出小切手(P10) 

４ 
印 鑑 

(スタンプ印不可) 

本人の場合は本人の印鑑  

代理人の場合は、委任状の代理人使用印と同一の印鑑 

５ 委任状(P24) 
法人の代表権の無い方や、個人で代理人が入札に参加され

る場合に必要となります。 

６ 筆記用具 黒のボールペン又は万年筆 

(4) 入札保証金  

入札日当日受付にてお支払いいただきます。  

① 入札参加者は、１物件につき予定価格の 100 分の５以上（千円未満切り上げ）の入札保

証金を納付してください（P2入札対象財産一覧を参照）。  

② 入札保証金は、現金又は、銀行振出小切手による納付となります。入札保証金が納付さ

れましたら領収書をお渡しします。  

③ 落札者以外の方の納付した入札保証金は入札終了後、領収書と引き換えにお返しします。  

④ 落札者の入札保証金は、契約保証金又は売買金額に充当させていただきます。  

※ 落札者が契約を締結されない場合は、入札保証金は富士川町に帰属することとなります。  

(5）入札  

入札書は、所定の「入札書（P23）」をご使用いただきます。  

入札書に必要な事項を記入、押印のうえ指定された時間に入札します。  
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(6) 無効となる入札  

次のいずれかに該当する入札は無効となりますのでご注意ください。  

① 入札参加資格の無い者がした入札  

② 所定の入札保証金を納付しない者及び所定の額に満たない者のした入札  

③  記載事項の不明な入札又は記名押印のない入札  

④  金額を訂正した入札又は意思表示が不明瞭な入札  

⑤  同じ物件について２通以上の入札をした入札  

⑥  入札に関し不正行為のあった入札  

⑦  その他入札条件に違反した入札  

⑧  入札参加心得書の第８入札の無効（P7）に該当する者が行った入札  

(7)  開札  

開札は、入札参加者の面前で入札終了後直ちに行います。  

(8)  落札者の決定  

① 開札の結果、町が事前に定めた予定価格以上の入札のうち、最高金額の入札者を落札

者と決定します。  

②  落札者となるべき同価格の入札者が２人以上あるときは、直ちにくじを受付順により

引かせ落札者を決定します。  

※ 詳細については「入札参加心得書」第 10 落札者の決定（P7）をご覧ください。  

(9) 入札結果の情報公開  

入札結果については、富士川町情報公開条例（平成８年６月 21日富士川町条例第７号）に

基づき、入札に関する情報（入札参加者及びその応札金額並びに落札金額等に関する事項）

については開示の対象とします。  

 

５ 落札者との契約手続き  

(1) 決定通知書の送付  

入札終了後、落札者に決定通知書を送付します。  

(2) 契約保証金  

落札者は契約を締結する時までに、契約保証金として落札金額の 100 分の 10 以上の金額を

納付していただきます。ただし、やむを得ない理由があると町が認めた場合は、その期間を

延長することができます。  

(3) 契約の締結  

決定通知書を受けた日から７日以内に契約を締結します（P11～P12）。  

(4) 売買代金の支払い  

契約締結から 15 日以内に、売買代金を納付していただきます。ただし、やむを得ない理由

があると町が認めた場合は、その期間を延長することができます。  

※  落札者が売買代金を納付しない場合は、町は契約を解除することができます。その場

合は、契約保証金は富士川町に帰属することとなります。  

 

６ 所有権の移転等  

売買代金納付後、町が所有権移転登記手続きを行います。なお、売買契約書（町保管用のも

の 1 部）に貼付する収入印紙、所有権移転登記に必要な登録免許税等、契約の締結及び履行に

関し必要な一切の費用は、落札者の負担となります。  

※  現状有姿での売払いとなります。  
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７  用途の制限  

落札者は、買受けた財産を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年

法律第 122 号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業

その他これらに類する業及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第 77 号）第２条第５号に規定する指定暴力団等の事務所の用途で使用することはできないの

で、ご注意ください。  
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入 札 参 加 心 得 書 

 

（趣旨）  

第１ この心得書には、一般競争入札による町有地の売払いに参加を希望する者が守らなければな

らない事項を定めます。  

（入札参加者の責務）  

第２ 一般競争入札による町有地の売払いに参加を希望する者（以下「入札参加希望者」という。）

は、この入札参加心得書のほか、一般競争入札による町有地売払い応募要領（以下「応募要領」

という。）の記載事項及び現地等を熟知のうえ、入札に参加してください。  

（入札参加資格）  

第３ 次に掲げる者は、入札に参加することができません。  

(1) 地方自治法（昭和 22年法律第 67 号）第 238 条の３第１項に規定する公有財産に関する事 

務に従事する本町の職員  

(2) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者  

(3)  次の各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者及びその者を代理人、支配人そ 

の他の使用人又は入札代理人として使用する者  

ア 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは

不正の利益を得るために連合した者  

イ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者  

ウ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者  

エ 全各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当たり

代理人、支配人その他の使用人として使用した者  

(4) 買い受けた町有地を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第

122 号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他

これらに類する業及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 

号）第２条第５号に規定する指定暴力団等の事務所の用に供しようとする者  

(5) 入札参加申込書を町が指定した期日までに提出しなかった者  

（入札参加申し込み）  

第４ 入札参加希望者は、町が指定する日までに、次の各号に掲げる書類を、富士川町役場管理

課に提出してください。なお、指定した日までに、必要な書類を提出しなかった者は、入札に

参加することができません。  

(1) 入札参加申込書  

(2) 住民票（外国人の場合は登録原票記載事項証明書・法人の場合は登記事項証明書）  

２ 複数の名義で土地を取得しようとする場合は、入札参加申込書の申込人の欄に、連名で記載、 

押印して、それぞれの住民票等を添付してください。  

３ 郵送による申し込みは、書留郵便で行い、指定した日までに富士川町役場管理課に到着する

よう送付してください。  

４ ファクシミリによる入札参加申込書及び関係書類の提出は認めません。  

（入札時の持参書類等）  

第５ 入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は、次の各号に掲げる書類を入札当日に

持参してください。  

(1) 一般競争入札参加受付書（管理課確認印が押印してあるもの）  

(2) 入札書（応募要領に添付した入札書の様式を使用してください【コピー可】。）  

(3) 封筒(外から中身が確認できるものは使用できません。)  
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(4) 入札保証金（現金又は銀行振出小切手）  

(5) 委任状（代理人が入札を行う場合に必要となります）  

(6) 印鑑（本人の場合は本人の印鑑、代理人が入札を行う場合は委任状の代理人使用印と同一の

印鑑を持参してください）  

２  代理人が入札を行う場合は、入札開始前に必ず委任状を提出してください。ただし、１人で

２人以上の代理人を兼ねることはできません。  

（入札保証金）  

第６  入札参加者は、入札保証金として、入札参加を希望する対象財産 1 件につき入札予定価格

の 100 分の５以上に相当する金額を、入札開始時間前に町が定める方法で納付してください。  

２ 入札保証金を納付した日からその還付を受ける日までの期間について、入札参加者は利息の

支払いを請求することはできません。  

（入札書）  

第７ 入札書には入札参加者の住所、氏名（法人の場合は所在地、名称及び代表者名）を記入の

うえ、押印してください。  

２ 記入にあたっては黒インクの万年筆又はボールペンを使用してください。  

３ 金額には算用数字を使用し、最初の数字の前に「金」又は「￥」の文字を記入してください。  

４ 代理人が入札する場合は、入札書の入札参加者の住所・氏名を記入するとともに、代理人の

氏名を記入し押印してください。  

５ 入札書は封筒に入れ、入札参加者の住所・氏名（代理人の場合は代理人の氏名も併記）を封

筒に表記し、町の担当者の指示に従い、入札会場に設置された入札箱に投入してください。  

６ 投入した入札書の書替え、引換え又は撤回をすることはできません。  

（入札の無効）  

第８ 次の各号の一に該当する者が行った入札は、無効とします。  

(１) 入札参加資格のない者  

(２) 入札保証金が所定の額に満たない者  

(３) 金額その他の事項につき確認できない記載をした者  

(４) 談合その他不正行為を行ったと認められる者  

(５) 入札対象財産１件につき２以上の入札をした者  

(６) 自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札をした者  

(７) 入札対象財産１件につき２人以上の代理人となって入札をした者  

(８) 入札参加者又は代理人の記名押印のない入札をした者  

(９) 鉛筆書きの入札をした者  

(10) 金額を訂正した入札をした者  

(11) 指定した日時、場所に入札をしなかった者  

(12) 郵送又はファクシミリによる入札をした者  

(13) 担当職員の指示に従わず入札をした者  

(14) 委任状がなく入札参加者の代理人として入札した者  

(15) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反した入札をした者  

（開札）  

第９ 開札は、入札参加者の面前で入札終了後直ちに行います。ただし、入札参加者が開札に立

ち会わない場合には、入札に関係ない町職員を立ち会わせて開札します。この場合、異議の申

し立てはできません。  

（落札者の決定）  

第 10  落札者は、町の予定価格以上、かつ、最高金額の入札を行った者とします。  

２ 町の予定価格以上、かつ、最高金額の入札を行った者が２人以上あるときは、直ちに当該入
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札者に申し込み順にくじを引かせ落札者を決定します。この場合において、くじを引かない者

があるときは、入札に関係ない町職員に代わりにくじを引かせ決定します。この場合、異議の

申し立てはできません。  

３ 落札者がある時は、その者の氏名（名称）及び金額を、落札者がない時はその旨を、入札参

加者に直ちに口頭で公表します。  

（再入札）  

第 11 開札の結果、最高金額の入札が予定価格に達しない場合で、入札参加者が再度の入札を希

望するときは、直ちに再入札を行います。  

２ 第８の(1)､(2)､(4)､(6)､(7)及び(11)から(15)までのいずれかの理由に基づき無効とされた

入札を行った入札参加者は、再入札に参加することができません。  

３ 初回入札の入札保証金の納付をもって、再入札の入札保証金の納付があったものとみなします。  

（入札執行の延期）  

第 12 開札前において、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、又

は取り止めることがあります。  

（入札保証金の還付）  

第 13 入札保証金は、落札者以外の入札参加者には、当日還付します。  

２ 入札保証金は、契約締結後、落札者の請求に基づき、申し出された口座に口座振込みで還付

しますが、落札者の申し出により第15 に規定する契約保証金の一部に充当することができます。  

なお、入札保証金を納付した日からその還付を受ける日までの期間について、利息を付さな

いものとします。  

（契約の締結）  

第 14 落札者が決定したときは、直ちに落札者に対し、契約の締結について必要な事項を通知します。  

２ 落札者は、落札の通知を受けてから７日以内（土曜日、日曜日及び祝日を含む）に契約書を

締結しなければなりません。  

ただし、やむを得ない理由があると町が認めた場合は、その期日を延長することができます。  

３ 落札者が、前項の期間内に契約書を締結しないときは、その落札は効力を失います。  

４ 前項の場合、入札保証金は町に帰属し、落札者には還付しません。  

（契約保証金）  

第 15 落札者は、契約書を提出する時までに、契約保証金として売買代金の 100 分の 10 以上に

相当する金額(入札保証金を契約保証金に充当した場合は、その差額となる不足額、かつ、円未

満切上げ)を、町が発行する納入通知書により納付しなければなりません。  

ただし、やむを得ない理由があると町が認めた場合は、その期日を延長することができます。  

２ 契約保証金は、売買代金完納後、落札者の請求に基づき、申し出された口座に口座振込みで

還付しますが、本人の希望により売買代金の一部に充当することができます。なお、契約保証

金を納付した日からその還付を受ける日までの期間について、利息を付さないものとします。  

（売買代金の支払い）  

第 16 落札者は、契約締結日から 15 日以内(土曜日、日曜日及び祝日を含む)で町が指定する期

日までに、落札代金を、町が発行する納入通知書により納付しなければなりません。  

ただし、やむを得ない理由があると町が認めた場合は、その期日を延長することができます。  

２ 落札者が前項の落札代金を指定した日までに納付しない場合は、その日の翌日から納付した

日まで納付すべき金額の 1000 分の 1 の割合を乗じて算出した金額を、落札者は遅延利息とし

て支払わなければなりません。  

３ 落札者が第1 項の金額を納付しない場合は、町は契約を解除することができます。その場合、

契約保証金は町に帰属し、落札者には還付しません。  
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（所有権移転登記と公租公課）  

第 17 落札した財産の所有権移転登記手続きは、売買代金完納後、落札者の申し出により、町が

行います。  

２ 所有権移転登記手続きに要する不動産登録免許税及び所有権移転後の公租公課等は、落札者

の負担とします。  

（瑕疵担保責任）  

第 18 落札者は、この契約締結後、当該物件に面積の不足その他隠れた瑕疵のあることを発見し

ても売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできません。ただし、

当該契約が、消費者契約法の適用を受ける場合については、当該物件の引き渡しの日から２年

間は、売買代金の減額又は補修工事のいずれかを請求することができます。  

（情報公開等について）  

第 19 入札結果については、富士川町情報公開条例（平成８年６月 21 日富士川町条例第７号）

に基づき、入札に関する情報（入札参加者及びその応札金額並びに落札金額等に関する事項）

については開示の対象とします。  
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銀行振出小切手の見本 

 
 
 
この小切手は、金融機関が自己を支払人として振り出すもので、振出人・支払人とも同一金融

機関です。 
一般には、金融機関に現金を持参することにより、作成することができます。この場合、金融

機関所定の手数料が必要となります。 
銀行振出小切手を作成される場合は、このページを金融機関の窓口にお示しになり、次のとお

り小切手を振り出してもらうようにしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注】■振出人、支払人及び振出日について 
静岡手形交換所に加盟している最寄りの金融機関が振り出す小切手で、振出日から５日

以内のものにより納付いただきますようお願いします。 

■受取人について 
持参人払いとしてください。 

                              銀 
小  切  手                    行 

                                   渡 
支払地  ○○○                            り 

     (株)○○銀行△△支店                        
 
 
 
   上記の金額をこの小切手と引き換えに持参人様へお支払いください。 
   拒絶証書不要 
振出日  平成 年 月 日 
振出地  ○○○ 
振出人 (株)○○銀行△△支店 支店長 ○○○○  印 

金額  ￥○○○,○○○ 
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町有財産売買契約書 

 

町有財産の売買に関し、売渡人 富士川町（以下「甲」という。）と買受人     （以下「乙」

という。）との間に、次のとおり契約を締結する。  

 

（信義誠実の義務）  

第１条 甲及び乙は、信義に従い、この契約を誠実に履行するものとする。  

（売買物件の表示）  

第２条 甲は、その所有に係る次に掲げる物件（以下「売買物件」という。）を現状有姿のまま乙

に売り渡し、乙は、これを買い受けるものとする。  

所 在 地 区 分 面 積(㎡) 摘 要 

 土地    

（売買代金の額及び納入）  

第３条 売買物件の売買代金は、金 [＊落札金額]円とし、乙は、甲が定める納入通知書により、

平成 20 年  月  日までに甲が指定する金融機関に納入するものとする。  

（遅延利息）  

第４条 乙は、前条に規定する納期限までに売買代金を納入しなかったときは、その納期限の翌 

日から納入した日までの日数に応じ、遅延日数１日につき納付すべき金額の 1000分の 1 に相 

当する額を、遅延利息として甲に支払うものとする。  

（契約保証金）  

第５条 乙が、売買代金を甲の指定する期日までに納付した場合、甲は乙が既に納付済みの契約 

保証金［＊落札金額の１割以上の額］円を乙に還付しなければならない。ただし、乙が契約保

証金を売買代金の一部に充当するよう甲に申し出たときは、契約保証金を売買代金の一部に充

当することができる。  

２ 契約保証金には、利子を付さない。  

３ 乙が、第３条に規定する義務を履行しないため、第 13 条第１項の規定により、甲がこの契

約を解除したときは、契約保証金は甲に帰属する。  

（所有権の移転及び登記）  

第６条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納した日に移転するものとする。  

２ 乙は、売買代金を完納したときは、甲に対し所有権移転登記を請求するものとし、甲は、当 

該請求により所有権移転登記を所轄法務局に嘱託するものとする。この場合において、登録免 

許税その他の費用は、乙の負担とする。  

（売買物件の引渡し）  

第７条 甲は、売買物件の所有権移転登記が完了した後に売買物件を乙に引き渡すものとし、乙 

は、当該売買物件の現状を確認し、後日に至り異議を申し立てないものとする。  

（用途の制限）  

第８条 乙は、当該物件を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律

第 122 号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その

他これらに類する業及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）第２条第５号に規定する指定暴力団等の事務所の用に供してはならない。  

２ 甲は前項に規定する事項について必要があると認めるときは、当該物件について、実地を調

査し、又は所要の報告を求めることができる。この場合、乙は、その調査を拒み、妨げ、又は

報告を怠ってはならない。  

収
入
印
紙 
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（違約金）  

第９条 乙が前条第１項に規定する義務に違反したときは、乙は売買代金の３割に相当する金額

を、違約金として甲に支払わなければならない。  

（公租公課等の負担責任）  

第 10 条 所有権移転登記完了後の原因による売買物件の公租公課その他の賦課金は、乙が負担

しなければならない。  

（紛争の解決）  

第 11 条 売買物件に関し紛争が生じたときは、売買物件の所有権移転登記完了前の原因による

ときは甲が、所有権移転登記完了以後の原因によるときは乙が、それぞれ責任をもって処理し、

相手方に対して一切迷惑を及ぼしてはならない。  

（瑕疵担保責任の免除）  

第 12 条 この契約締結後において、売買物件に面積の不足又は隠れた瑕疵が発見されても、甲

は、その責めを負わないものとする。  

ただし、当該契約が消費者契約法（平成 12 年法律第 61 号）の適用を受ける場合は、甲は、

売買物件引き渡しの日から２年間、売買代金の減額又は補修工事のみの責を負うものとする。  

（契約の解除）  

第 13 条 甲、乙いずれか一方がこの契約に違反したときは、その相手方は、いつでもこの契約

を解除することができる。  

２ 乙は、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、売買物件を直ちに原状に回復し、速

やかに甲に返還するものとする。  

３ 第１項の規定によりこの契約が解除されたときは、契約違反者は、その相手方に対しその害

を賠償するものとする。  

（定めのない事項等の処理）  

第 14 条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、法令（富士川町の条例

規則等を含む。）の定めるところによるもののほか、甲、乙協議のうえ処理するものとする。  

 

この契約の締結を証するため本書２通を作成し、甲、乙両者記名押印のうえ各自１通を保有す

る。  

 

 

 

平成  年  月  日  

 

（甲）  住 所  静岡県庵原郡富士川町岩渕 121番地  

 

氏 名  富 士 川 町 長  坪  内  伸  浩  

 

 

（乙） 住 所 

 

氏 名                     ○印 




